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河南町教育委員会事務局職員の
懲戒処分について

南河内郡河南町教育委員会は、２月１０日、町職員に対し暴力行為を行った職員（６０歳代・課長補佐級）につい

て、減給１０分の１（２か月）の懲戒処分をした。

また、管理監督の立場にある職員（５０歳代・課長級）を厳重注意とした。

【本件に対する問い合わせ】

〒５８５－８５８５ 大阪府南河内郡河南町大字白木１３５９－６ 教育委員会事務局 教・育部
TEL：0721-93-2500 FAX：0721-93-７５６０

担当者：和田 メールアドレス：kyouiku@town.kanan.osaka.jp

■事案概要

被処分者（６０歳代・課長補佐級）は、令和７年９月上旬、役場庁舎地下１階の倉庫において、町職員に対して、

暴力行為を行い、負傷させた。

本件は、被処分者（６０歳代・課長補佐級）が、被害職員の業務上の行動・対応に対して不満を抱いていた中

で、冷静さを欠き、被害職員の胸倉を掴んだうえ身体を押すなどの暴力行為に及んだものです。

この行為により、被害職員は、右鎖骨部に全治１週間の負傷を負いました。

なお、略式命令により、被処分者（６０歳代・課長補佐級）は、暴行罪で罰金刑に処されています。

■教育長のコメント

今回の事案のような暴力的行為は公務員としてあるまじき行動であり、住民の皆様には、公務に対する信頼

を損ねることになり、深くお詫び申し上げる。今後は、再発防止に努め、公務の信頼回復に努めていきたい。

6月１３日の記事提供
のテイストにあわせる。

「事務局」を追加

担当部署の文面で
は、行為の細かすぎ
る描写であることか
ら改める。
なぜやったのかでは
なく、どういう認識の
もとで起きたという表
現にする。

自治体の不祥事対応として、
「書かない＝守っている・隠している」
と、受け取られがちな時代のため、しっ
かりと伝える。
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